
佐賀県被災宅地危険度判定士養成講習会のお知らせ 
（佐賀県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第 13 条第 1 項に基づく講習会） 

 
地震または降雨等の災害により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、宅地の被害状況を

迅速かつ的確に把握し、二次災害の防止を図ることを目的に、被災宅地危険度判定制度が設けら

れています。 
本県でも、佐賀県被災宅地危険度判定実施要綱を策定し、地震または降雨等の災害時の被災宅

地の危険度判定の実施に備えるため、被災宅地危険度判定士の養成に取り組んでおり、このたび

危険度判定の実施に必要な知識及び技術を習得していただくための講習会を開催いたします。 
地震または降雨等の災害による被災宅地危険度判定に協力（ボランティア活動）していただけ

る方については、この機会に是非受講していただき、被災宅地危険度判定士として登録していた

だきますようお願いします。 
なお、登録には、以下の要領により申し込みのうえ、本講習会を受講していただく必要があり

ます。 
 
※既に被災宅地危険度判定士として登録された方も、受講できます。 
 
１．開催日時 

令和６年９月３日（火曜日）１３時４５分～１６時３５分 
（受付は１３時１５分から行います。） 
 

２．開催場所 
ホテル グランデはがくれ シンフォニーホール 
佐賀市天神２丁目１－３６ 
電話０９５２－２５－２２１２ 
 

３．受講資格（佐賀県被災宅地危険度判定士認定登録要綱第３条） 
  佐賀県内に居住または勤務する者で、次の各号いずれかに該当する者 

一 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和３７年政令第１６号）第２２条各号又は都

市計画法施行規則（昭和４４年省令第４９号）第１９条第１号イからトに該当する者 
二 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発

に関する技術に関して３年以上の実務経験を有する者 
三 国又は地方公共団体等の職員及びこれらの職員であった者で、土木、建築又は宅地開発

に関して１０年以上の実務経験を有し、知事が認めた者 
四 建築士法による二級建築士として４年以上の実務の経験を有する者及び建設業法による

土木・建築・造園に関する一級施工管理の資格を有する者または二級施工管理の資格を



有し、５年以上の実務経験を有する者など、前各号と同等以上の知識及び経験を有する

者として知事が認めた者 
 

４．受講料 
無料 
 

５．定員 
６０名程度 
（定員に達した場合には、お断りする場合もあります。） 
 

６．受講申込に必要な書類・申込期限 
① 被災宅地危険度判定士養成講習会受講申込書 
② 被災宅地危険度判定士登録申請書（様式第１号） 
③ 被災宅地危険度判定士資格要件申告書（様式第２号）及び資格要件を証明するのに必要

な書類（受講資格の１号、４号該当者のみ） 
※必要な添付書類については別紙「該当する資格要件」を参照 

④ 被災宅地危険度判定士実務経験証明書（様式第３号）（受講資格の２号から４号該当者の

み） 
⑤ 誓約書（様式第４号） 
⑥ 証明写真（６ヶ月以内、無帽、正面、上半身、無背景、縦３ｃｍ×横２ｃｍ） 

※写真の裏面に、「登録する住所の市町」および「氏名」を必ず記入してください。 
※写真は会場で撮影することも可能です。 

 
※ 申込先へ持参、郵送、又はメールにて提出してください。 
※ 申込期限 令和６年８月１３日（火）（必着） 

 
※ 様式はホームページよりダウンロードできます 

（佐賀県庁ホームページ＞県土・まちづくり＞都市・まちづくり・公園 

＞都市計画・まちづくり＞被災宅地危険度判定制度） 

 

７．申込先 
住所   佐賀市城内一丁目１番５９号 
     佐賀県 県土整備部 まちづくり課 開発担当 宛 
電話   ０９５２－２５－７１５８ 
ＦＡＸ  ０９５２－２５－７３１４ 
E-mail machizukuri@pref.saga.lg.jp 

mailto:machizukuri@pref.saga.lg.jp


８．講習内容 
１３：４５～１３：５０ 開会挨拶 
１３：５０～１４：１０ 被災宅地危険度判定制度について 

佐賀県県土整備部 まちづくり課職員 
  １４：１０～１６：２０ 被災宅地危険度判定活動及び被災宅地危険度判定技術について 

  （社）全国宅地擁壁技術協会  
危機管理委員会 被災宅地技術研究会  
委員 松本 冬樹 氏 

（１５：１０～１５：２０ 休憩予定） 
  １６：２０～１６：３５ 被災宅地危険度判定士登録等の手続きについて 
                 佐賀県県土整備部 まちづくり課職員 
 
９．その他 

・講習会時には、筆記用具をご持参ください。 
・認定登録された方には、後日「佐賀県被災宅地危険度判定士登録証」を送付いたします。 
・駐車場には限りがありますので、来場にはできるだけ公共交通機関を御利用ください。 

 
※ 受験資格及び受講申込に必要な書類については変更となる場合があります。 


